
 

千葉市条例第９号 

   千葉市公共交通利用促進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市、市民、事業者及び公共交通事業者の責務を明

らかにし、公共交通の維持及び充実並びに利用の促進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、公共交通の維持及び充実並びに

利用の促進を図るための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公

共交通により円滑に移動することが可能な地域社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１）公共交通 市民の日常生活及び社会生活における移動手段とし

て利用される公共交通機関（各公共交通機関相互の関係を含む。）

をいう。 

（２）市民 本市の区域内に住所を有する者及び本市の区域内に通勤

し、又は通学する者をいう。 

（３）事業者 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法

人その他の団体（次号に掲げるものを除く。）をいう。 

（４）公共交通事業者 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第１項に規定

する一般乗合旅客自動車運送事業者 

イ 道路運送法第９条の３第１項に規定する一般乗用旅客自動車運

送事業者 

ウ 軌道法（大正１０年法律第７６号）第４条に規定する軌道経営

者 

エ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第７条第１項に規定す

る鉄道事業者 

（５）停留所等 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送

事業の用に供する自動車の停留所（自動車専用道路（道路法（昭



 

和２７年法律第１８０号）第４８条の４に規定する自動車専用道

路をいう。）に設置されるものを除く。）及び当該一般乗合旅客

自動車運送事業の用に供する自動車に乗降することが可能な場所 

イ 都市モノレール（都市モノレールの整備の促進に関する法律

（昭和４７年法律第１２９号）第２条規定する都市モノレールを

いう。）の駅 

ウ 鉄道事業法第２条第１項に規定する鉄道事業の用に供する駅 

（６）公共交通不便地域 停留所等のアクセス時間（居住地から停留所

等までの直線距離を分速５０メートルで移動した時間に、公共交

通の平均待ち時間（公共交通における平均運行時間である１４時

間を当該停留所等の１日当たり運行本数で除したものを２で除し

た時間をいう。）を加えて算出した時間をいう。）が３０分以上

の地域をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、公共交通の維持及び充実並びに利用の促進のため、市民

及び事業者並びに公共交通事業者の参画及び協働の下、総合的な施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、前項の施策を実施するに当たっては、当該施策に関する市民、

事業者、公共交通事業者及び周辺市町村、公共交通事業者が組織する

団体その他の関係機関（以下「関係機関」という。）の理解を深め、

かつ、その協力を得るよう努めなければならない。 

３ 市は、公共交通の維持及び充実並びに利用の促進に関する市民意識

の啓発に努めなければならない。 

４ 市は、第 1 項の施策を推進するため市民意見の聴取に努めなければ

ならない。 

（公共交通事業者の責務） 

第４条 公共交通事業者は、次に掲げる事項を行うよう努めるものとす

る。 

（１）公共交通事業者としての社会的な役割を自覚し、公共交通の利便

性を向上させるとともに、市が実施する施策に協力すること。 

（２）公共交通の利便性の向上に関する情報を、市民及び事業者に対し



 

て積極的に提供すること。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。 

（１）公共交通に対する理解と関心を深め、市が実施する施策に協力す

ること。 

（２）事業活動を行うに当たり、できる限り公共交通を利用すること。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。 

（１）公共交通に対する理解と関心を深め、公共交通の担い手のひとり

であることを自覚し、市が実施する施策に協力すること。 

（２）日常生活において、過度に自家用自動車（以下「自家用車」とい

う。）に依存せず、公共交通を積極的に利用すること。 

（公共交通ネットワークの維持） 

第７条 市は、公共交通事業者とともに、国、県及び関係機関と協力し

ながら、次に掲げる事項を推進するものとする。 

（１）基幹となる公共交通の輸送力の維持並びに速達性及び定時性の確

保 

（２）分かりやすく効率的なバス路線網の構築 

（３）基幹となる公共交通を中心とした公共交通機関相互の有機的かつ

効率的な連携 

（公共交通の利用の促進） 

第８条 市は、自家用車から公共交通への移動手段の転換を促進するた

め、公共交通の走行環境及び利用環境の改善その他公共交通の利便性

の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

２ 市は、公共交通の利用を促進するため、国、県、公共交通事業者及

び関係機関と協力し、公共交通相互の乗継ぎ及び公共交通と自家用車、

自転車等との乗継ぎの利便性の向上など、必要な施策を講ずるものと

する。 

３ 市は、事業者及び公共交通事業者が行う公共交通の利用の促進に向

けた取組に対し、積極的に協力するものとする。 

（公共交通不便地域への対応） 



 

第９条 市は、公共交通不便地域において、当該公共交通不便地域に居

住する住民が組織する団体及び公共交通事業者と協働して、公共交通

による移動手段の確保のために必要な施策を講ずるものとする。 

（市民からの提案への対応） 

第１０条 市長は、市民からの公共交通の維持及び充実並びに利用の促

進に関する提案について総合的に検討し、これを適切に市の施策に反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

（周辺市町村との連携及び国等への要請） 

第１１条 市長は、公共交通の維持及び充実並びに利用の促進に関する

施策を実施する上で必要があると認めるときは、周辺市町村と連携を

図るとともに、国、県及び公共交通事業者が組織する団体に対し、必

要な措置を講ずるよう要請するものとする。 

（公共交通事業者等への支援） 

第１２条 市は、公共交通の維持及び充実並びに利用の促進に関する施

策を実施する上で必要があると認めるときは、公共交通事業者、公共

交通事業者が組織する団体等に対し、技術的及び財政的支援に努める

ものとする。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議 案 説 明 

市、市民、事業者及び公共交通事業者の責務を明らかにし、公共交

通の維持及び充実並びに利用の促進に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、公共交通の維持及び充実並びに利用の促進を図る

ための施策を総合的かつ計画的に推進し、公共交通により円滑に移動

することが可能な地域社会の実現に寄与するため、条例を制定しよう

とするものであります。 

 


